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 はじめに 

 

 

 本検討会は、「放送ネットワークの 強靱化
きょうじんか

」について検討を行うため、平成２５

年２月から開催された。 

放送は、国民生活に密着した情報提供手段であるが、とりわけ、ラジオは、東日

本大震災において、「ファーストインフォーマー（第一情報提供者）」として、いち

早く災害情報を地域住民へ提供し、地域住民の方々の安全・安心を確保する重要な

役割を果たした。しかしながら、ラジオは、電子機器の普及や建物の堅牢化等によ

る難聴、送信所の防災や老朽化、厳しい経営環境等、様々な課題に直面している。 

こうした問題意識から、検討は、ラジオを中心として、その機能をどのように強

化するかについて行ってきた。 

 

 検討にあたっては、震災現場において地域住民への災害情報の提供に腐心された

放送事業者の経験や、平時や災害時を問わず地域情報をコミュニティ放送を活用し

て届けようとする自治体の取組をしっかりと踏まえることから始めた。また、構成

員の様々な分野の知見を共有化しつつ、構成員では不足する分野については、外部

の有識者の方々にも参画いただき、補った。 

さらに、ラジオにかかわる全ての放送事業者に、「ラジオの強靱化に関する調査」

を２回にわたり実施し、各放送事業者の取組の現状と課題や今後の取組方針等につ

いての実態把握を行った。 

 

 こうした検討経緯を経て、今般、放送ネットワークの強靱化についての提言を取

りまとめた。 

提言では、放送が、今後も国民に必要な情報を提供するためには、物理的なネッ

トワークの強靱化とともに、経営基盤の強靱化が不可欠であることと、そのための

ラジオ事業者と自治体との連携強化の重要性を指摘した。 

特に、議論の取りまとめ段階では、ラジオの将来を見据えた、新たなアイデアに

よる事業展開について真摯な検討を重ね、他メディアとの連携に関する様々な施策

を取りまとめた。 

 

 ラジオが、今後も、国民生活に欠かすことのできないメディアであり続けるため

に、本取りまとめに記載された様々な提言の実現を含め、関係者の真摯な取組を期

待したい。 
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第１章 災害時を中心とした放送の役割 

  

 ① 災害時における放送の重要性 

   平成２３年３月１１日１４時４６分、宮城県牡鹿半島沖を震源としたマグニ

チュード９．０の巨大地震が東北地方を襲った。地震発生から３０～５０分後

に東日本の太平洋沿岸に押し寄せた、最大遡上高約４０ｍ、遡上距離約５０ｋ

ｍにも及ぶ巨大津波は観測史上最大級のものであり、この巨大地震と津波によ

って、東北太平洋沿岸は壊滅的な被害を受けた。 

   この未曾有の大災害において、ＮＨＫ及び民間放送事業者におけるテレビ・

ラジオ放送ネットワークの果たした役割は次のとおりである。 

 

【ＮＨＫ】 

  東日本大震災発生後、直ちに、テレビ・ラジオ全８波 1で緊急地震速報を発信

した。発生から２分後には全８波で震災に関する報道を開始した。３月１３日ま

では、全てのチャンネルで震災報道を実施した。 

  ３月１４日以降は、地上波総合、衛星第１、ラジオ第１は２４時間体制で災害

報道を継続、地上波教育、衛星第２、ＦＭは安否情報及び生活情報を中心に放送

するなど、チャンネルごとに編成方針を定め、引き続き震災に関する情報の提供

を実施した。この結果、震災関連の報道について、地上波総合テレビでは、震災

後１ヶ月で５７１時間５２分に達した。 

 

表１－１ 震災発生後から１週間の放送サービス（ＮＨＫ） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 テレビ放送：（地上波）総合、教育、（衛星）衛星第１、第２、ハイビジョン、ラジオ放送：

ラジオ第１、第２、ＦＭ、チャンネル構成は平成２３年３月当時のもの。 
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ラジオの対応としては、１４時４６分に通常番組を中断し、緊急地震速報を伝

えた。その後、総合テレビの音声をそのままラジオに放送した。１５時半から、

ラジオ独自の放送を開始し、ラジオ第１は震災報道をきめ細かく放送、ラジオ第

２は多言語放送を実施、ＦＭはラジオ第１の内容とともに、安否情報を伝えると

いう役割分担を行った。１６時過ぎ頃からは、東北ブロックがローカル放送を開

始、各県単位でのローカル放送も前後して開始した。放送内容は、避難の呼びか

け、災害の情報、安否確認手段の案内などが中心となった。 

  ローカル放送においては、各地域において必要と思われる情報を独自の判断で

放送した。仙台局は、随時全国放送から地域放送に切替え、地域情報と生活情報

を放送した。盛岡局では、ほとんどの時間帯で地域向け生活情報を放送した。福

島局では、随時、避難所からの電話中継や、放射線専門家等への電話インタビュ

ー等を交えて、生活関連情報を放送した。 

 

 

【民間放送】 

  テレビ放送は、大震災発生直後から、通常番組を中断して震災関連の報道を

開始した。震度などの地震に関する情報や大津波警報に関する情報、被害情報

などを映像や文字スーパーを活用して全国に発信した。東北３県の各放送事業

者は、３月中旬～４月中旬まで特番編成を継続し、災害情報や生活情報を始め

とした震災関連情報を提供した。 

ラジオは、震災発生直後から、各放送事業者が特番編成を開始し、３月下旬

～４月上旬まで継続して被災情報、安否確認、ライフライン情報の特別番組を

実施した。 

東北放送の例では、震災発生直後から地震報道に切り替えた。その後、通常

１２名体制でのラジオ制作を、外部からの応援を得ながら４０名体制で実施し、

３月２２日の特別報道体制の終了までに、当初は津波などの災害情報、後に安

否情報、生活情報などについて、およそ２５６時間の報道特別番組をＣＭなし

で放送し続けた。 
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 表１－２ 東北放送の初動対応状況 

   

 

② 東日本大震災におけるラジオの活用状況と評価 

【ラジオの評価】 

  震災発生時において、ラジオが最も評価された。総務省の調査結果 2による

と、アンケートに回答した方のうち、約６０％の方がラジオを評価している。

また、ＮＨＫ放送文化研究所の調査 3によると「地震発生後、最初に利用した

メディア」として、約５割の人が「ラジオ」と回答 している。さらに、東北放

送が企画した調査 4によると、震災当日において、８割の方々がラジオを聞い

ている。情報の「信頼度」として、日本民間放送連盟研究所が実施した調査 5

によれば、「震災発生から１週間後頃までの期間での信頼度」は、約６４％の

方が「ラジオ」が「非常に信頼できた」、「かなり信頼できた」と評価 している。 

  このような調査の結果について、震災発生直後、東北電力管内で約４５０万

戸の大規模な停電があり、乾電池で動くラジオ受信機やカーラジオが情報取得

手段として身近にあったことや放送の即時性や輻輳
ふくそう

がない等の強みなどから、

ラジオがもっとも評価されたとの指摘もある 6。 

2 総務省「災害時における情報通信の在り方に関する調査結果」（平成２４年３月公表） 
3 ＮＨＫ放送文化研究所「放送研究と調査」（２０１１年９月号掲載） 
4 東北放送「ラジオに関するアンケート」（平成２３年７月実施） 
5 日本民間放送連盟研究所「東日本大震災時のメディアの役割に関する総合調査」（平成２３年

１０月） 
6 同旨「平成２３年度情報通信白書（総務省）」 
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なお、上述のＮＨＫ放送文化研究所が行った調査において、「震災１時間後、

家中の電池をかき集めてラジオのニュースを聞いた」、「停電が続いたので家族

みんなでコタツに入り、懐中電灯の明かりの中でラジオの地震情報を聞いた。

普段からよく聞いて聞き慣れた声なので安心感があった」などの声があがって

いる。 

  

 表１－３ 震災から数日間の情報を得るために役に立った手段の上位５番目までの比較 7 

 

【臨時災害放送局の活躍】 

東日本大震災に際しては、被災住民への災害情報・避難情報等の災害情報提

供手段として、自治体が臨時災害放送局を開設 する例が多々見受けられた。岩

手県花巻市など、早いところでは震災当日に開設され、災害情報をはじめ、給

水炊き出し等の救援情報等を提供し、被害の軽減、被災者の生活安定に寄与し

た。 

震災後１ヶ月以内には、津波による被害を受けた太平洋沿岸市町等の２１市

町で開局した。その後も開局が続き、合計２８市町が開局した。平成２５年２

月において、１９市町が継続運用中となっている。 

 

表１－４ 東日本大震災に係る臨時災害放送局開設状況（H25.2時点） 

 

7 日本大学文理学部 中森広道研究室調べ（調査期間：平成２３年１１、１２月、調査場所：

岩手県陸前高田市、宮城県本吉郡南三陸町、仙台市、名取市、亘理群山元町） 
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③ 放送設備の被災状況 

   東日本大震災によって、鉄道、電気、ガス、道路などのライフラインが壊滅

的な被害を受けたが、放送ネットワークについても例外なく震災の被害を受け

た。 

   民間放送事業者のラジオ送信所について、東北放送の荒井ラジオ送信所 8は

津波により、床上数センチに浸水があった。また、屋外１ｍ超の津波でフェン

スが倒壊し、エアコン室外機が破損するなど、敷地内の被害が甚大であった。

さらに、停電にともない、非常用発電機によって電源を確保し、放送を継続し

ていたが、立入禁止区域となり、重油の補給が困難となったため停波した。そ

の後は、八木山の本社から一部地域に向けて放送を継続した。 

   テレビ放送についても、商用電源の途絶や送信設備の損壊 9等により、最大

１２０局所の中継局の停波が確認された。 

放送設備の災害対策の強化については、平成２２年の放送法改正において放

送設備の安全・信頼性に関する技術基準が設けられ、現在、放送事業者はこれ

に基づき予備電源設備、予備送信設備といったバックアップ設備の整備に取り

組んでいるところであるが、首都直下型地震、南海トラフ巨大地震等が想定さ

れる状況下、放送設備の災害対策のより一層の強化も求められるところである。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波による被害を受けた東北放送荒井ラジオ送信所（海岸部から約２．４ｋｍ、海抜約２ｍ） 

（「放送ネットワークの強靱化に関する検討会」民間放送事業者発表資料より） 

  

8 親局、仙台市若林区荒井 
9 宮城県域のテレビ事業者が所有するデジタルテレビ中継局（志津川新井田）は、津波により

流出。 
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第２章 放送の強靱化に関する現状と課題 

 

 １．ラジオネットワーク 

 

 （１）県域ネットワーク 

  ① ラジオ放送設備（ラジオ送信所等）の安全性 

    ＡＭラジオ送信所は、敷地全面にアース線を埋設する必要性や、ＡＭラジ

オ電波が地表に沿って伝搬するという電波の特性などから、平野部に広大な

敷地が必要とされる結果、一般に海や河川の近くに設置されている場合が多

い。 

    具体的には、民間ＡＭ放送事業者の親局４７局のうち、４５局が海辺また

は河川の近くに立地している。このような送信所は、津波や洪水などの災害

時において、被害を受けやすいと考えられる。本検討会がラジオ事業者に向

けて実施した「ラジオの強靱化に関する調査」10（以下「強靱化調査」とい

う。）結果においても、ＡＭ・短波放送事業者（ＮＨＫを含む）４９社のう

ち、３８社が、高台への送信所整備など、防災対策を実施する必要性がある

と認識している。 

    また、強靱化調査において、災害放送の実施体制は全社確保しているが、

大規模災害に備えてのバックアップ措置については、「演奏所が機能不全と

なった場合の代替措置あり」と答えた社は、ＡＭ・短波・ＦＭ放送事業者（Ｎ

ＨＫを含む）１００社中８６社、「送信所が機能不全となった場合の代替措

置あり」と答えた社は、１００社中５９社にとどまった。 

    このように、地震や津波による被害への対策として、高台における補完局

の整備や、予備機器の整備などが課題 となっている。 

 

表２－１ 民間ＡＭラジオ送信所（親局）の立地状況 

 
※「海岸から約１０ｋｍ以内」及び「それ以外」の局であっても、３７局中３５局は河川の近くに立地 

 

  

 

10 「ラジオの強靱化に関する調査」第１弾（平成２５年３月２９日～４月１２日） 
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図２－１ 民間ＡＭラジオ局及びＮＨＫラジオ第１、第２の親局及び中継局設置場所 

 

 

 

    民間ＡＭラジオ局                    ＮＨＫラジオ第１、２ 

 

② ＡＭラジオ送信アンテナの老朽化 

  ＡＭラジオが使用している中波は波長が長いため、電波を効率よく送信するた

めに大規模な送信アンテナが必要となる。このため、ＡＭラジオの送信所、特に

送信アンテナは大規模となり、その更新には多額の費用を要する。また、ＦＭラ

ジオと異なり、ＡＭラジオでは送信アンテナの大きさに応じた固有の周波数のみ

使用可能なため、送信アンテナを他の事業者と共用することが困難であり、その

結果１社あたりの更新費用が大きくならざるを得ない。さらに、送信アンテナの

工事には長期間を要することなどから、別の場所に移転して整備する場合、広大

な敷地を必要とするため、土地の確保が困難である。 

  強靱化調査における「送信施設の更新予定」については、ＡＭ・短波放送事業

者の大半 11が平成３２年度までに親局主要設備（鉄塔、送信アンテナ、送信機、

電力設備、番組伝送回線等）の更新時期を迎えるが、ＡＭラジオの送信アンテナ

の更新については高額の費用 12がかかるため、

更新計画を立てることが困難な状況 となっ

ているとの結果が出ている。 

  このように、送信アンテナの老朽化への対

応の遅れにより災害時における送信所の被害

が大きくなり、機能不全とならないよう、適

11 ４１社（全４９社） 
12 ＡＭラジオ局の更新費用 親局：最高２０億円、平均８．７億円（いずれも土地代を除く。） 

▲：親局 

■：中継局 
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切に更新が行われることが課題 となっている。 

 

 ③ ラジオ難聴  

  電子機器等の普及や建造物の構造の変化（高層化・堅牢化）により、都市部に

おいてラジオの難聴が新たに生じている。また、山間部や離島等の地理的・地形

的な要因による難聴、外国波混信による難聴も依然として存在している。東京に

所在する民間ＡＭ放送事業者における聴取者からの受信相談では、「ラジオに雑

音が入り聞きにくい」、「雑音で聞きたくても聞こえない」という内容が多数を占

めている。 

   

 【都市型難聴】 

   ビル等の建築物による遮断や、電波を透過しにくいコンクリート壁による電

界の低下や、電子機器類からの電気雑音の影響により、ラジオは良好な受信が

困難となる（都市型難聴）。ＮＨＫへのラジオ受信相談（首都圏）では、最近、

聴取者からの相談傾向として、ＡＭラジオへの雑音障害に関する相談の割合が

増加しており、雑音障害の原因として、コンピューター等のデジタル機器、冷

蔵庫、照明器具などの家電製品によるものが多くなっている 13。 

 

 図２－２ ＡＭ放送とＦＭ放送が受ける影響と受信環境の変化（鈴木構成員発表資料より） 

 

 

13 第３回検討会における日本放送協会発表資料より。 
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図２－３ ＡＭラジオの都市減衰調査 14 

 

 【地理的・地形的難聴】 

   ラジオの周波数は、地表波が山岳等を越える際に減衰するため、受信に必要

な電界強度が確保できず、送信点と受信点の間に山がある場合、良好な受信が

困難となる（地理的・地形的難聴）。 

 

 図２－４ 送信点と受信点の間に山がある場合の難聴イメージ 

 

 

 

【外国波混信による難聴】 

  中波は、昼間は地表に沿って伝搬し、長距離を伝搬しないが、夜間は電離層の

反射により長距離を伝搬するため、外国波が日本に到達することにより混信が発

生し、良好な受信が困難となる（外国波混信）。 

 

 

 

14 測定者：毎日放送、時期：平成１７年１～３月、場所：大阪府全域と兵庫県の一部 
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  図２－５ ＡＭラジオの電波伝搬 

 
（鈴木構成員発表資料より） 

 

 

  これらの難聴への対策として、強靱化調査の結果によれば、「電話やメールに

よる受信相談、訪問対応の実施」、「ＩＰサイマルラジオ（radiko、らじる★らじ

る）の他メディアとの連携による放送の補完」、「送信所の移転や新たな中継局の

設置、アンテナの高所化」、「ＡＭラジオのＦＭ波による放送の補完（外国波混信

対策の実施）」などが行われているが、難聴の抜本的解決には至っていない。 

  このような状況においては、新たな設備投資による経営の圧迫や、難聴が常態

化していることによるリスナーのラジオ離れなどが課題 となっている。また、

災害時に、難聴地域の住民へ必要な情報が届かないおそれも懸念 される。なお、

この点について、民間放送事業者から「地上波以外の伝送路を使った対策は一定

の効果は上げているが、やはり地上波の問題は、災害時に輻輳がなく一斉同報で

きる地上波で解決すべき」との指摘がなされている 15。 

 

 

④ 災害情報の高速化・高度化 

 【災害放送の高速化】 

  「緊急警報放送（ＥＷＳ）」16は、津波警報や大規模地震の警戒宣言が発せられ

た場合等に、これらの情報を迅速かつ確実に伝達するため、警報音とともに受信

機を自動的に起動させる信号を放送するもの である。テレビ事業者における対応

はある程度進んでいるが、ラジオ事業者における対応は、緊急警報信号発生装置

の生産終了などにより、テレビ事業者と比較すると限定的 である。 

15 第３回検討会における民間放送事業者等発表資料より 
16 昭和６０年に運用が開始。強靱化調査の結果によれば、テレビ１０７社（全１２８社）、ラ

ジオ１７社（全１０１社）が対応済。 
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  また、放送事業者は、気象庁が発した「緊急地震速報」17を受信した際に、そ

の情報を自動的に放送している。テレビ・ラジオ事業者ともに対応がある程度進

んでいる状況 である。 

テレビ放送において、緊急地震速報を遅延なく表示するため文字スーパーと音

を先行して放送する手法 18については、テレビ事業者において順次対応が進んで

いるが、全社が対応するまでにはなお時間を要するものと考えられる。 

 

  図２－６ 緊急地震速報文字スーパーイメージ 

 
   

 

災害発生時には、緊急情報を広く、確実かつ速やかに伝達することが重要であ

る。携帯電話によるエリアメール等も普及しているが、多層な情報伝達経路を確

保する観点から、放送事業者における対応の促進やメーカーによる対応受信機の

普及への取組が有効と考えられる。 

  一般的に、ラジオ受信機はテレビ受信機と比べ、「停電時でも電池で動作する」、

「避難時に持ち運び可能」等といった特徴がある。またラジオ受信機は、比較的

操作方法が簡単なものも多い。このように、災害発生時の情報入手源としてラジ

オ受信機が果たす役割は大きいものと考えられる。なお、緊急警報放送による自

動起動に対応したラジオ受信機は、近年新たなメーカーからも販売が開始されて

おり、また、ラジオで放送される緊急地震速報のチャイム音を検出することで、

緊急警報放送に加えて、緊急地震速報を受信した際にも自動起動するラジオ受信

機の販売が増加している。このような受信機は、行政機関や学校等においても導

入実績がある。 

17 緊急地震速報は、地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な

限り素早く知らせる情報であり、平成１９年に本運用が開始。強靱化調査の結果によれば、

テレビ１２６社（全１２８社）、ラジオ８２社（全１０１社）が対応済。 
18 テレビ５７社（全１２８社）が対応済。 
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  このような状況を踏まえれば、放送において緊急情報を速やかに伝える観点か

ら、緊急警報放送や緊急地震速報への一層の対応が有効であると考えられる。 

   

 【災害放送の高度化】 

  「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の充実に関する研究会報告書」19

における「視聴覚障害者向け放送充実に向けての提言」として、以下の記述があ

る。 

   

  緊急・災害時に情報を正確に知ることは非常に重要であり、とりわけ聴覚障害

者への情報保障として、字幕放送の充実が望まれている。緊急時における字幕放

送の実施には、要員の面やコスト面に大きな課題があるが、東日本大震災におい

ては、1.5.2 20で記載したように、各放送事業者は、積極的な取り組みを行って

おり、今後も緊急・災害時において、できる限りの字幕放送を実施することが望

まれる。（中略）ローカル局は、在京キー局に比べてその経営規模が小さく、字

幕放送設備の準備や字幕オペレーターの確保がより困難な状況にある。そのよう

な中、1.2.1 21で記載したように共同出資による字幕制作会社の設立や事前原稿

テイク方式によるリアルタイム字幕の付与などの取り組みも行われはじめてお

り、このような取り組みが広がることが期待される。ローカル局においては、現

行指針に掲げる「できる限り目標に近づく」ために、生放送を含めた自社制作番

組へもできる限り多く字幕を付与することが望まれている。 

   

  このように、災害時に、障害者が情報発表を知り、状況の判断や意思決定をし

て安全に行動できるよう、障害者に配慮した放送が望まれている。また、高齢者

がよく理解できて、余裕を持って対応ができるような災害放送も期待される。 

なお、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い、既存のラジオ受信機でテレ

ビ音声聴取ができなくなっていたが、視覚障害をお持ちの方々がテレビ音声（ワ

ンセグ放送）を聞けるためのラジオ受信機 22が数社から販売されている。 

 

（２）地域密着型情報ネットワーク 

 【コミュニティ放送】 

   「コミュニティ放送」は、地域の活性化等に寄与することを目的として、超

短波（ＦＭ）放送により市区町村の一部の区域において、地域の話題や行政、

19 総務省「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の充実に関する研究会」 
（平成２４年５月公表） 

20 上記報告書Ｐ２０参照 
21 上記報告書Ｐ８参照 
22 音声ガイダンス機能やＥＷＳ受信機能が付いている機種もある。 
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観光、交通等の地域に密着したきめ細かな情報等を提供する地域メディア であ

る 23。 

    

   表２－２ コミュニティ放送局の開設状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ放送の放送区域は一の市町村の一部の区域 24とされており、当

該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せて放送区

域とすることができる。放送区域は、概ね半径５～１５㎞程度で、県域ＦＭと

同様に市販のＦＭラジオで聴くことが可能である。 

コミュニティ放送局の免許申請は、公募による申請受付とされている広域・

県域ラジオ局とは異なり、申請者自身が空き周波数を見つけて先に申請した者

を先に審査する先願主義が採用されている。 

また、コミュニティ放送局は、地域の需要に応える小規模な放送局と位置付

けられているため、県域放送免許と比較し、免許手続が大幅に緩和されており、

その結果、申請から免許までの期間が大幅に短縮可能となっている。 

   

※岩手県一関市「ＦＭ Ａｓｍｏ」 

   農協の有線放送が相次いで廃止となり、防災無線（マスト）では市全域にき

め細かな情報伝達ができない状況下、情報伝達手段としてラジオへの期待がふ

くらんでいた。このような中、東日本大震災の経験により、住民への緊急情報

の迅速かつ確実な提供にラジオが有効に機能することが再認識されたこと、ま

23 平成４年１月に制度化され、平成２５年３月末現在４６都道府県で２６８局が開局。このう

ち、２０２局がＪＣＢＡ日本コミュニティ放送協会の加盟社。 
24 「放送法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 10 号）別表第五号（注）九」により制

定。 
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た、ＦＭ放送から生まれるコミュニケーションが地域活性化の起爆剤として期

待されたことを受け、コミュニティＦＭ局の早期開局の機運が大きく高まり、

約１年間の準備期間を経て、平成 24年４月 29日に開局した。施設は、一関市

が約３億５千万円をかけて、放送局舎や中継局（７局所）等を整備した。放送

局の運営は、地域活動に積極的に取り組んでいる若手企業経営者などが中心に

なり、市民の出資者を募り、「一関コミュニティＦＭ放送株式会社」が運営し

ている。平成２５年６月末には、一関市全域 25をカバーする予定。 

 

  （防災ラジオとしての位置づけ） 

   地域住民が安全・安心な生活を送る上で、放送、特にラジオが果たすべき役

割を認識し、平常時には、市政情報等の行政情報や地域の生活情報を発信して

いる。また、防災ラジオとして活用するため、市内全世帯と全事業所 26に、一

関コミュニティＦＭ放送１波のみを受信するラジオを無償配布 27した。 

  

 図２－７ 一関市のＦＭ専用ラジオ（市内事業所製造） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※伊豆市コミュニティ放送 

  かつては農協が運営していた有線放送が、確実に地域情報を伝える唯一の手段

であったが、同放送が廃止されたため、コミュニティ放送局を開設することと

し、平成２５年５月に予備免許を受けた。 

  コミュニティ放送局の開局により、３０年以内の発生確率が８８％と言われて

いる東海沖地震発生時における情報提供体制が一層充実することとなる。また、

伊豆市への観光客は年間４，０００万人であり、これらの方々はＮＨＫ等全国

情報の広域情報を必要とするとともに、地域住民への地域情報の提供ツールが

25 １，２５６㎢ 
26 市内全世帯：約４６，０００戸、全事業所：約３，３００か所 
27 事業費約５億円、購入台数５８，０００台（ラジオは地元企業が企画、設計、製造） 
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整い、多層な情報提供体制が構築されることとなる。 

 

以上のように、コミュニティ放送は、住民へのきめ細やかな地域情報の提供と

いう重要な役割を担っているが、東京２３区では平成９年９月に、大阪市及びそ

の周辺では平成１０年４月に、当該地域においては、開局の申請があっても、当

面周波数が選定できない状態である旨が宣言（周波数 逼迫
ひっぱく

宣言）されている。

このように都市部では周波数の逼迫により新たな開局が困難な状況であり、コミ

ュニティ放送の更なる充実を図るためには、新たな周波数の確保が課題となって

いる。 

 

 表２－３ コミュニティ放送局の開局相談が寄せられた市町村数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１) 「市区町村数」については、特別区、政令指定都市の区は１としてカウント。 

(注２) 総務省調べ。平成 19年度～平成 24年度の５年間で各総合通信局に開局相談が寄せられた市区町村

数 

(注３)   コミュニティ放送局は、平成２５年４月１日現在の数。 

 

 

 【臨時災害放送局】 

   第１章②で述べたとおり、東日本大震災に際しては、住民への災害情報等の

提供手段として計２８市町が臨時災害放送局を開局した。 
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この点、コミュニティ放送から移行した局とは異なり、新規に開設した局は、

コミュニティ放送局や県域ラジオ局の協力があったものの、スタジオや送信所

の場所、送信機器、人材や経費等を新たに確保する必要があったことから、開

設までに相当の期間を要した。 

このように、早期開設に向けて、ノウハウの不足や機材の不足等が課題とな

っている。 

なお、ノウハウの共有や機器調達の円滑化については、東北総合通信局管内

における「特定非営利活動法人東日本地域放送支援機構」の設立及び「臨時災

害放送局開設等の手引き」の策定 28、信越総合通信局管内における「防災・減

災のための放送利用行動計画連絡会」の設立及び「防災・減災のための放送利

用行動計画」の策定といった取組がなされている。今後、各地域において、こ

うした事例を参考に取組が進展していくことが望まれる。 

  

表２－４ 東日本大震災における臨時災害放送局の開設時期 

 

 

２．民間ラジオ事業者の経営 

 ① 民間ラジオ事業者の経営状況 

   ラジオ事業収入の推移を見ると、ＡＭラジオに関しては、平成２年をピーク

に、その後一貫して減収傾向にある。ＦＭラジオについては、平成２３年は、

前年度と比較して増収となったが、平成９年頃をピークに減少傾向が続いてい

る。 

  

28 特定非営利活動法人東日本地域放送支援機構「今後に備えて 臨時災害放送局開設等の手引

き～東日本大震災の経験を活かすために～」（平成２４年１０月発行） 
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   表２－５ ラジオ事業収支の推移（ＡＭ/ＦＭ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、平成２４年度における日本の広告費総額は、東日本大震災の反動増も

あり、前年比約１，８００億円増の約５兆９，０００億円となっている。一方、

平成２４年のラジオ広告市場（ＡＭ/ＦＭ）は、前年比約１億円減の１，２４

６億円だった。下げ止まり感があるという見方もあるが、平成１３年から１２

期前年割れが続いている。 

   

  表２－６ 媒体広告費の推移 
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ラジオ事業者の売上高について、ＡＭ単営事業者は平成６年度から、ＦＭ事

業者は平成１０年度から減少傾向にあり、平成２３年度には、ＡＭ単営事業者

は平成５年度の約５割、ＦＭ事業者は約７割の規模まで売上高が減少している。   

 

   表２－７ 一社当たりの売上高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   将来的な見通しについて、日本民間放送連盟研究所による民間ラジオ事業者

の売上高の予測 29では、ＡＭ及び短波放送事業者では、平成３２年度まで年平

均約１．８％減、ＦＭは年平均約０．５％増となり、ラジオ全体では、年平均

約０．９％減となる見込みである。 

   

   

  

29 日本民間放送連盟研究所「経営四季報２０１２冬号」 
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表２－８ 民間ラジオ事業者の売上高の今後の見通し 

    

 ② 民間ラジオ事業者の経営状況改善に向けた取組 

   ①のように、民間ラジオ事業者を取り巻く経営環境は厳しい。本検討会は、

この点について以下のとおり指摘があった。 

 

 （経営を取り巻く環境の変化） 

  ・情報のデジタル化により、「機器（デバイス）、伝送路、情報の種類」の縛り

が崩壊。その結果、テレビ、パソコン、携帯、タブレットなどのそれぞれの

ビジネスモデルの融合が進展。 

  ・流通情報量（トラフィック）の急増により、消費者は「情報の海」におぼれ

ている状況。シチュエーション・媒体特性に合わせた情報取得の容易さが、

消費者の価値尺度になっている。 

  ・ラジオ受信機の総数は約２億台 30。毎年の国内出荷台数の推移をみても、年々

出荷台数が減少しているのが現状 31。 

 

 

 

   

  

30 一般ラジオ：約１億３千万台、カーラジオ：約７千万台 
31 機器の多様化には、国内出荷台数に未反映である点に留意 
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表２－９ ラジオ受信機の国内出荷台数の推移 

※１ ラジオ機能のないタイプのものも一部含まれている。 

※２ ラジカセのＣＤ機能の付いたものとＭＤ機能の付いたものを含む。 

※３ ラジオ機能のみの受信機 

※４ カーラジオ（０７年度まで）、カーステレオ（１０年度まで）、ラジカセ（１０年度まで）は、調査が

終了 

 

 

 （事業者の経営体力の強化） 

   経営の安定のためには、民間ラジオ事業者の経営体力を向上させる必要があ

り、そのためには、聴取率向上に向けた取組、聴取者がどのような番組を望ん

でいるか（マーケティング調査）、イベント事業やコンテンツ販売事業など放

送外収入の強化などを実施する必要があるとされた。 

日本民間放送連盟においては、全国の民間ラジオ事業者全１００局でラジオ

の価値を社会に訴求する“ラジオ再価値化プロジェクト”を開始しており、特

別番組の編成や既存の番組を活用して、様々な取組を展開する予定としている。

また、民間ラジオ事業者においては、コンテンツの充実や若者の取り込み、高

齢化社会への対応、ネット連動など、時代に即したコンテンツの多様化・質的

向上と制作力・発進力の強化に取り組んでいる。さらに、日本民間放送連盟と

ＮＨＫで、一昨年から「ＮＨＫ・民放連共同ラジオキャンペーン」を実施して

おり、聴取者層の拡大を図っている。 

   このような取組の他に、事業の再編も経営の安定のための有効な手段である。

地上放送事業者の再編に関する制度は、①認定放送持株会社の導入（平成１９

年度）、②いわゆるハード・ソフト分離制度の導入（平成２２年度）、③ラジオ

事業者の４者までの合併等の許容（同年度）等、順次整備されてきており、こ

れに応じる形で、ラジオに関する事業再編が次のとおり行われてきた。 
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ア ラジオ部門の分社化 【ＴＢＳラジオ＆コミュニケ－ションズ（平成１３年

１０月）】 

   ・ テレビとＡＭラジオを兼営する（株）東京放送から、ラジオ制作等子会

社の（株）ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズがＡＭラジオ局の免許人

の地位を承継。 

    同様事例： （株）ＳＴＶラジオ（平成１７年１０月）、（株）ＣＢＣラジ

オ（平成２５年４月） 

 

イ 認定放送持株会社制度の活用 【（株）ＴＢＳラジオ＆コミュニケーション

ズ（平成２１年４月１日）】 

 ・ （株）東京放送の認定放送持株会社移行（（株）東京放送ホールディング

スに商号変更）により、認定放送持株会社の子会社に移行。 

   同様事例： （株）ニッポン放送（平成２０年１０月１日） 

 

  ウ ハード・ソフト分離 【（株）茨城放送・（株）ＩＢＳ（平成２３年７月２

０日）】 

   ・ ＡＭラジオを行う（株）茨城放送が、（株）ＩＢＳに対し事業の一部譲

渡を行い、同社が（株）茨城放送のＡＭラジオ局の免許人の地位を承継。

（地上基幹放送の業務を行ういわゆるソフト事業（（株）茨城放送）と、

基幹放送局の運用を行ういわゆるハード事業（（株）ＩＢＳ）に分離） 

 

  

エ １局２波 【（株）ＦＭ８０２（平成２４年４月）】 

 ・ ＦＭラジオを行う（株）ＦＭ８０２が、ＦＭラジオ（外国語放送）を行

う関西インターメディア（株）から放送事業の譲渡を受け、同社のＦＭ放

送局の免許人の地位を承継。 

 

オ テレビ事業者による子会社化 【（株）栃木放送（平成２４年３月）】 

 ・ ＡＭラジオを行う（株）栃木放送の株式を、テレビ放送を行う（株）と

ちぎテレビが取得し、子会社化。 
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図２－８ 最近のラジオに関する事業再編の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 産活法の活用 

  生産性向上に向けた再編、設備投資など、我が国の企業の前に向けた取組を

支援するために措置された「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別

措置法 32」（以下「産活法」という。）においては、事業者が作成した各事業計

画 33について、後述の指針に基づき主務大臣の認定を受けることにより、税制、

金融、会社法の特例等 34の優遇措置を受けることが可能となる。事業再構築計

画は、もっとも使用される産活法の計画パターンであり、主にグループ内の再

編を行って、企業全体の生産性の向上を図ることを内容とするものである。放

送分野においても、認定放送持株会社制への移行の際等において、事業再構築

計画の認定を受けた事例 35が見受けられる。 

   この産活法においては、生産性の向上が特に必要な分野等について、主務大

臣の認定の基準となる「事業分野別指針」を定めることが可能とされている。

例えば、建設業、小売業、情報サービス業等においては、事業分野別指針が定

められており 36、「生産性向上の方向性」等として企業連携や事業統合等に言及

し、事業者の自主的な取組を後押ししている事例がある。放送分野においては

32 平成１１年法律第１３１号 
33 事業再構築計画、経営資源再活用計画、経営資源融合計画等 
34 優遇措置の具体例：登録免許税の軽減、計画の実施に必要な資金の融資、完全子会社化手続

に関する特例等 
35 平成１７年 フジテレビジョン、ニッポン放送、平成１９年 スカイパーフェクト・コミュ

ニケーションズ、ＪＳＡＴなど、平成２２年度 テレビ東京、ＢＳジャパンなど、平成２４

年 日本テレビ放送網など。 
36 現在、建設業（国土交通省）、小売業（厚生労働省、農林水産省、経済産業省）、ゲームソフ

トウエア業、情報サービス業、研究開発サービス業（総務省、厚生労働省、農林水産省、経

済産業省）、プラントエンジニアリング業 、商社業、自動車（新車）販売業、プラントメン

テナンス業、造船業（国土交通省）、鉄鋼産業の計１１分野において定められている。 （（ ）

内は所管省名。未記載は全て経済産業省単独。） 
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こうした産活法の「事業分野別指針」は定められていない。 

 

このように、ラジオについては、送信ネットワークの強靱化とともに、経営

面における強靱化を図ることが大きな課題となっている。 

 

 

３．自治体と放送事業者の連携 

災害情報、市政情報、観光情報といった自治体情報のラジオによる提供など、

地域情報の充実に向けて、これまでもラジオ放送事業者と自治体の連携が図ら

れてきた。 

 

（１）自治体による市政情報、観光情報等の提供 

各自治体においては、市政情報、観光情報等の住民に対する提供ツールの

ひとつとして、民間県域ラジオを活用している。強靱化調査の結果によれば、

自治体からの出稿を受けている民間ラジオ事業者 37は９９社中９４社にのぼ

る。都道府県だけではなく、市町村においても、県内全体に対するＰＲのツ

ールとして、県域放送を活用している事例もある。 

 

  （栃木放送の取組例） 

    栃木放送（ＡＭ）と栃木県が連携し、栃木県及び栃木県警の情報番組を

週２１本（１０５分）放送。宇都宮市、足利市、佐野市、那須烏山市、鹿

沼市の情報番組を週７本（８０分）放送。 

  

   活用事例の中には、中継局から、親局と同じ番組だけではなく、週に数回、

中継局のカバーエリア内にある特定の自治体の情報番組を放送し、地域情報

の充実に取り組んでいる事例もある。強靱化調査の結果によれば、中継局単

位で親局とは異なる番組を放送している１６社（４３局）のうち、４社（１

３局）は自治体からの出稿を受けた番組を放送している。こうした取組は、

特にコミュニティ放送がないような地域では大きな意義を有すると考えら

れる。 

   

  （長崎放送の例） 

    長崎放送（ＡＭ）の放送対象地域は長崎県及び佐賀県。佐賀放送局から、

１週間のうち約３５時間は親局と異なる番組を放送しており、そのうち約

２時間３０分は佐賀県庁や市町の情報番組を放送。 

37 都道府県からの出稿：９１社（一社あたり１，２２３万円）、市区町村からの出稿：８８社

（一社あたり１，１５９万円） 
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（２）ラジオの難聴解消への自治体による協力 

ラジオ難聴の解消に向けて、中継局の整備等に自治体がラジオ事業者に協

力している事例もある。強靱化調査の結果によれば、自治体の協力を得て整

備・維持しているラジオ中継局は４６社、１１７局にのぼる。協力の内容と

しては、国庫補助を活用した中継局整備への支援、中継局の土地、局舎、鉄

塔等の無償貸与、中継局の維持に係る固定資産税の減免、免除、中継局の補

修経費の一部負担等が行われている。これにより、災害情報等の地域情報の

提供手段が確保されている。 

 

  （北海道放送及びＳＴＶラジオの例） 

    関係する自治体が事業主体となり、平成６年度には「遠軽中継局」、平

成１０年度には「遠別中継局」について国庫補助 38を活用して整備し、そ

の後の維持費も関係自治体が負担。 

 

（３）災害放送の実施に関する連携 

災害放送の実施については、災害関連情報の自治体からの提供のみならず、

災害対策基本法 39に基づく自治体による指定地方公共機関の指定、それに基

づく災害放送に関する協定等の締結が行われているなど、自治体と放送事業

者の連携がなされている。 

さらに、コミュニティ放送については、災害時の情報提供手段として自治 

体に活用されている事例が多数あり、災害放送に関する協定等に費用負担に

関する条項を盛り込んだり、自治体等による緊急割込装置の運用を導入した

り 40など、災害時における確実な情報提供の確保を図っている事例も多数あ

る。 

 

 （災害情報発信に関する一関市の取組） 

  ・コミュニティＦＭの活用 

  【臨時災害放送局開設】 

    東日本大震災のような大規模災害が発生し、災害対策本部を設置したと

きは、既存のコミュニティ放送事業者から、放送主体を市へ移し、臨時災

害放送局を開設し、市役所から災害、防災情報の放送を実施。 

  【割込放送】 

38 「民放中波ラジオ放送受信障害解消施設整備事業」平成４～１７年度まで 
39 昭和３６年法律第２２３号 
40 災害対策基本法に基づく協定の有無：協定あり ８４％、なしまたは未確認 １６％、緊急

割込装置の有無：設置あり ６６％、設置なしまたは未確認 ３４％（総務省「コミュニテ

ィ放送局調査結果」（平成２４年１０月）より） 
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7:00～  20:00 ラジオパーソナリティが番組の合間に、市役所からの依

頼により、災害、防災情報を放送。 

20:00～翌 7:00 市役所職員が、割込放送システムを起動して、災害、防

災情報を放送。 

  【自動起動放送】 

平常時は通常放送が流れるが、非常時にはスイッチを自動起動させ、緊

急告知放送を最大音量で放送。 

起動例：市民の生命が危険にさらされた時（地震や洪水などの大規模災

害時）。Ｊアラート（全国瞬時警報システム）と連動した自動

起動も整備予定。 

   

また、自治体が開設する臨時災害放送局について、県域ラジオ放送事業者や

コミュニティ放送事業者から、機器の貸与や開設方法、運営方法の助言等の協

力がなされた事例もある。 

 

   自治体との連携は、大半のコミュニティ放送事業者との間で相当程度行われ

ているが、県域ラジオ事業者との間では、今後さらに進展する余地がある。強

靱化調査の結果によれば、「自治体との間の災害放送に関する協定における取

決め」について、「費用負担についての取決めあり」とした県域ラジオ事業者

は５社、「緊急割込放送についての取決めあり」とした社は５社にとどまって

いる。地域情報の充実に向けては、今後、さらに自治体による県域ラジオ事業

者への出稿や、自治体と県域ラジオ事業者との災害放送の協定等の締結、県域

ラジオとコミュニティ放送の更なる連携などを促進していくことが課題であ

る。 

   

  （県域ラジオとコミュニティ放送の連携） 

   「みやぎラジオプロジェクト」 

平成１４年にラジオの持つ価値を改めて地域に訴求する事を目的に当時の

9局（ＮＨＫ、ＴＢＣラジオ、エフエム仙台、ＦＭいずみ、ラジオ 3、ラジオ

石巻、ｂａｙ ｗａｖｅ、ＦＭいわぬま、ＦＭじょんぱ）で発足 。その後毎

年、共同制作番組、防災特別番組、防災キャンペーンを展開している。 

 

 

  （ラジオとライフライン各社との連携） 

   「ラジオライフラインネットワーク」 

    1995 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災を契機に、ＮＨＫラジオ、

ＴＢＳラジオ、文化放送、ニッポン放送、ラジオ日本、Ｔ－ＦＭ、Ｊ－ＷＡ

ＶＥの在京ラジオ 7局と、東京都水道局、東京電力、東京ガス、ＮＴＴ東日
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本、ＮＴＴドコモのライフライン 5社が、日頃から連携を深め、災害時に円

滑に被災状況を報道するために組織したネットワーク。もっとも被災者の情

報ニーズが高いライフライン情報（ライフラインの被災、復旧など）を放送

７社の全電波へ直接ライフライン各社より放送する。 

 

 ４．ラジオと他メディアとの連携 

   ラジオと他メディアとの連携を行うことは、①難聴対策等においてラジオネ

ットワークを補完する点で、また、②聴取層の拡大や国民生活へのラジオの一

層の浸透や定着を通じてラジオ事業の経営の強靱化を図る点で、大きな意義を

有する。現在では、ラジオのＩＰサイマル配信について、例えば次の取組が行

われている。 

   

  【radiko】 

   平成２２年３月に、実用化試験配信を開始した。開始当日は、全局合わせて

延べ１０４万回の聴取を記録した。アンケートによれば、「電波が入りにくい

ラジオ局の放送が聴けるようになった」とした人が約６１％41いるなど、ラジ

オ放送を補完する役割も果たしていると言える。 

 

  【らじる★らじる】 

   総務大臣の認可を受けて、平成２３年９月から配信開始。当初、ラジオ第１

（関東広域）、ラジオ第２（全国）、ＦＭ（東京都域）において番組提供。平成

２５年５月２７日から、一部の地域放送番組（近畿広域等）を追加。 

   

   このように、ラジオとインターネットの連携は進展しているが、今後は、そ

の他のメディアとの更なる連携を進めることが課題となっている。 

  

41 株式会社 radiko「第６回 radiko.jp ユーザーアンケート調査結果」（平成２５年２月） 
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第３章 海外の状況 

 

 本検討会においては、海外におけるラジオの状況について米国及び英国に関する

発表が行われるなど、以下のとおり検討が進められた。 

 

① 米国の状況 

  （概要） 

   米国では、１９２０年にウエスティングハウス社によるピッツバーグＫＤＫ

Ａ局がラジオ放送を開始しており、これが世界で最初のラジオ放送である。１

９３４年には Communication Actが制定され、連邦通信委員会（ＦＣＣ）が設

置された。当該国における放送政策の基本理念は「競争による多様性の確保」

及び「商業放送主導の発展」である。 

 

  （ラジオ市場の現状） 

   ラジオ総局数は１１，３０５局 42であり、２０１２年のラジオ広告収入は１

４，２０５万ドルである。また、ラジオ局所有者数は２００２年において３，

４０８者おり、日本と比較し、非常に多チャンネルな状況である。 

 

  （規制緩和・撤廃の経緯） 

   １９９６年に Communication Actの大幅な見直しが行われた。その結果、ラ

ジオの規制について、大幅な緩和が実施された。全国でのラジオ局の複数所有

に関する規制は撤廃された。同一市場における複数所有については、例えば、

４５以上のラジオ局があるラジオ市場においては、８局までのラジオ局に対し

て認識可能な権益 43を持つことができるなど、大幅な緩和が実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 ＡＭラジオ局：４，７４５局、ＦＭラジオ局：６，５８０局 
43 「認識可能な権益」とは、支配の基準を指す。例えば投資会社等が放送局の２０%以上の株

式を所有している場合、認識可能な権益を持つ等。詳細は FCC 規則 73.3555 Note 2 に規定

されている。 
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 表３－１ 規制緩和・撤廃の経緯 

 

 

（規制緩和等を受けたラジオ市場の変化） 

   大手企業によるラジオ局の買収が進み、地域ごとに細分化されていた従来の

市場構造から、少数の大手企業による集約型市場構造へシフトした。 

広告収入は１９９６年より前から２０００年にかけて業界全体で増加したが、

ＩＴバブルの崩壊時やリーマンショックの際には、全体の景気と連動するよう

に、ラジオ局の広告収入の低下が見られた。このことより、規制緩和の影響が

市場に与える影響よりも、景気の影響が大きいと推察される。ラジオ局数も１

９９６年の規制緩和以前から緩やかな増加傾向にあり、規制緩和等による影響

は小さいと推測される。 
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表３－２ ラジオの局数・広告収入・所有者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

一方で、規制緩和後の大手企業のラジオ局買収により、市場における寡占化が

進展した。例えば、所有無線局数でみると、２００４年には、積極的に買収を行

っていたクリアチャンネル社の所有無線局数（1,189 局）が全商業ラジオ局

（10,992局）の１０％を占めるに至った。また、１９９６年時点における事業収

入では、規制緩和前に上位２５社の収入が全収入の４６％を占めるにすぎなかっ

たが、規制緩和後の２００２年には、上位２５社で全収入の８０％を占め、うち

クリアチャンネル社等の上位２社でその過半数を占めるに至った。 

  このような市場の寡占化の進展により、提供される番組の全国画一化、番組内

容の質の低下や支配力の濫用などの弊害も見られるようになった旨の指摘もあ

り、ラジオ事業者の多様化、提供する番組の多様化などについて、米国内でしば

しば議論になっているところである。 

 

 

 ② 英国の状況 

  （概要） 

   英国では、１９２２年イギリス放送会社（ＢＢＣ）が設立され、ラジオ放送

を開始した。その後、放送の在り方を巡る国内での議論を経て、１９２７年に、

国王の特許状に基づく現在のＢＢＣを設立した。１９７２年に「ラジオ放送法」

が設立され、翌１９７３年に初の商業ローカルラジオ局（ＬＢＣ）が開局、１

９９２年には、全国ネットワークの商業ラジオ「ClassicFM」が開局した。 
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このように、英国では、公共放送が放送サービスを牽引するという考え方で

放送が発展してきた。 

 

 （ラジオ市場の現状） 

   ２０１１年における状況は、ラジオ総局数は４６０局 44であり、ラジオ広告

収入は４．５６億ポンドである。また、Global Radio、Bauer Radio の上位２

社が大きなシェアを占めている状況である。 

  

 （規制緩和・撤廃の状況） 

   １９９６年から段階的に規制緩和を実施しており、２００３年の通信法によ

る規制緩和時には、所有規制について、全国規模は撤廃され、地方においては、

潜在聴取者シェアの制限 45のみとなった。さらに、２０１１年の改正により、

ラジオの所有規制を原則撤廃した。 

   

  表３－３ 英国メディア所有規制に係る緩和・撤廃等の経緯 

   

 

（規制緩和等を受けたラジオ市場の変化） 

   ２００４年以降、ラジオ事業者間の合併・買収が行われ、系列化が進展した。

その結果、リスナーシェアは Global 及び Bauer の２大グループで半数以上、

上位４社により８割を占めるに至った 46。 

44 アナログＡＭ局：５５局、アナログＦＭ局：２２９局、デジタルＤＡＢ局：１７６局 
45 シェア５５％が上限 
46 ２０１２年６月には Global radio が Guardian Media を買収し、さらに寡占化が進展。 
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  表３－４ グループ系列による寡占化の進展 

 

２００９年のラジオ業界レポートによれば、全ローカル局の約半数が赤字、

ラジオの市場規模は所有規制緩和前の２０００年に比べ、２０１１年の段階で

２５％減少するなど、所有規制緩和は売り上げ拡大につながらなかったものと

推測される。 

  

   

  

4 社で 8 割以上

のシェアを確保 
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表３－５ 商業ラジオの市場規模の推移 

 

 ③ 考察 

   米国においては、広告モデルが中心となってラジオが形成されており、一方、

英国においては、ＢＢＣによる公共放送が中心となってラジオを牽引している

が、近年になって、商業放送についても規制緩和によって在り方の整理がなさ

れてきた。このような中で、米国では、しばしば、市場開放による寡占化が進

展し、放送の商業面とパブリック性の担保という観点からの議論が行われてい

る。また、米国、英国の例においても、大規模な規制緩和が直ちにラジオ市場

の規模拡大に結びつかなかったと言える。 

   注意すべきは、両国のケースについて、日本にそのまま当てはまるものでは

ない。 

  

 ④ ＡＭラジオ放送施設のインフラ輸出 

   ＡＭラジオ送信機はインフラとして、世界各国へ輸出されている 47。ＡＭラ

ジオ送信機は海外で３０年近く使用されていることもあり、相手国との長期的

な関係を築き、息長く輸出できる技術として、今後も継続していくことが必要

であり、また、国内のＡＭラジオ局へ長期的に安定した供給や、海外輸出の継

続のためにも、技術承継が重要である。 

  

47 １９３４年に初の輸出。以降、４１か国・地域へ多数の輸出実績（第４回ＮＥＣ発表資料よ

り） 
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第４章 提言 

 

前章までに見てきたとおり、放送は、インターネット等の通信とは異なり、輻輳

による情報伝達の途絶が無く、かつ即時性、説得性が高い特性から、災害時におけ

る地域住民の生命・財産の安全確保に関わる情報の提供手段として、極めて重要な

役割を担っている。特に消費電力が少なく電池のみで受信機が長時間稼働するラジ

オ放送は、停電時においても情報入手が可能なメディアとして、東日本大震災にお

いてその高い有用性が改めて認識された。（第１章参照） 

一方で、ラジオ放送については、地理的要因、電子機器の普及や建物の堅牢化等

による新たな難聴、送信所の防災や老朽化、加えて、バックアップ設備の導入や災

害放送の高度化・高速化の必要性、広告収入の減少等厳しい経営環境等、様々な課

題に直面している。（第２章参照） 

こうした中で、放送が、今後とも、平時の生活情報や災害発生時の被災情報、避

難情報といった国民に必要な情報を適切に提供し続けるようにするため、放送ネッ

トワークの強靭化に関する次の取組を早急に行うことが必要である。 

 

 

１ 放送ネットワークの強靭化 

 

（１）難聴対策、災害対策としての送信ネットワークの強靭化 

災害時において、被災情報、避難情報といった生命・財産の安全確保に必要

な情報が適切に提供されるよう、難聴対策、災害対策として、周波数状況等を

踏まえ、送信ネットワークの強靭化を推進する必要がある。 

 

① 難聴対策、災害対策としてのラジオ送信所の整備 

ラジオ放送事業者における難聴対策や災害対策としての送信所（中継局等）

の整備を推進すべきである。 

その際には、ＡＭラジオ放送について、現在は外国波混信対策に限定され

ているＦＭ波の利用を、難聴対策や災害対策にも利用可能とすることが適当

である48。 

ただし、ＡＭラジオ放送が使用している周波数は、海外にも広く伝搬する

ため、周波数の確保には外国主管庁との国際調整が必要とされており、ひと

たび放送をやめた後にその周波数で再開することは容易ではなく、また、我

48 基幹放送用周波数使用計画（昭和 63 年総務省告示第 661 号）により、ＡＭ放送の外国波混

信対策のためのＦＭ波による補完的な中継局の設置が認められている。また、平成４年度から

平成１７年度の間、民放ＡＭラジオの難聴地域におけるＡＭ中継局の整備に対し、国庫補助制

度が措置されていた（民放中波ラジオ放送受信障害解消施設整備事業）。 
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が国で使用周波数が減少すると外国から到来する不要なＡＭ波が増加する可

能性も高まる。このため、ＦＭ波による中継局の整備に伴い、ＡＭ局を廃止

することについては、国際権益確保の観点から、慎重な検討が必要である。 

難聴対策、災害対策として整備するＦＭ波による中継局に用いる周波数に

ついては、まずは、現在ＦＭラジオ放送で使用している帯域（76.1MHz～

89.9MHz）を利用可能とすることが適当である。 

また、アナログテレビ放送の１ｃｈから３ｃｈで使用されていた、デジタ

ル放送に利用される予定のＶ－Ｌｏｗ帯（90MHz～108MHz、現在のＦＭ帯域に

隣接）の一部の周波数についても、マルチメディア放送の新規参入やコミュ

ニティ放送の新規開局に十分な配慮をした上で、併せて、難聴対策や災害対

策の必要性を勘案し、ＡＭ放送やＦＭ放送においても利用可能とすることが

適当である。 

 

【参考】「Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送に関する検討結果について」（平成２

５年３月２１日付け民放連報道発表）（抜粋） 

「～Ｖ－Ｌｏｗマルチメディア放送への参入を目指すラジオ社があ

る一方で、ＡＭ放送の難聴解消などを目的としてＦＭ放送の活用を希

望するラジオ社があるので、これらの意向を踏まえ、双方が両立する

制度整備などを求めていくこととする～」 

 

② 災害対策としてのバックアップ設備の整備 

首都直下型地震、南海トラフ巨大地震等の大規模災害が近い将来発生する

可能性が指摘されていること等から、東日本大震災の経験を踏まえ、ラジオ

放送事業者、テレビ放送事業者における予備電源設備や予備送信設備等のバ

ックアップ設備の整備を推進する必要がある。 

 

③ 災害放送の高速化・高度化 

災害情報を迅速・確実に伝えるため、緊急地震速報や緊急警報放送への対

応のさらなる充実に向けたラジオ放送事業者、テレビ放送事業者における自

主的な取組を促すべきである。 

また、テレビ放送における視聴覚障害者向け放送については、総務省が「視

聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を作成し、大規模災害等緊急時放送へ

の字幕付与も含め、字幕放送、解説放送等の普及目標等を定めている。 

災害放送の実施に当たっては、当該指針も踏まえ、障害を持たれている方

にも十分配慮することが必要である。 

 

④ 整備の方向性 

ラジオ送信所の整備、バックアップ設備の整備、災害放送の高速化・高度
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化といった放送ネットワークの強靭化は、放送事業者の自主的な取組により

行われることが望ましいが、この場合、放送事業者間においてその取組の内

容は時期等に差異が生じる可能性もある。 

国は、真に必要な難聴対策や災害対策を着実に推進するため、送信所の整

備やバックアップ設備の整備等に向けた方向性を明らかにすることが求めら

れる。 

 

（２）地域密着型情報ネットワークの構築推進 

県内全体を対象とする情報提供については県域放送が大きな役割を果たして

いる一方、地域に根差したきめ細かな情報の提供主体として、原則、市町村を

放送対象地域とするコミュニティ放送が大きな役割を果たしている。また、災

害時に設けられる臨時災害放送局においてもきめ細かな災害情報の提供が行わ

れている。 

災害情報をはじめとする地域情報の充実を図るため、こうした地域密着型情

報ネットワークの構築を推進する必要がある。 

 

① コミュニティ放送の普及促進 

災害放送をはじめとする地域情報のさらなる充実を図るため、市町村に密

着したコミュニティ放送の一層の普及を図るべきである。 

そのために、現在周波数が逼迫していることからコミュニティ放送局の新

たな開局が困難である旨を公表している東京２３区、大阪市等を含め、周波

数逼迫地域等において、コミュニティ放送用の新たな周波数を確保すること

が必要である。 

 

 ② 臨時災害放送局の開設の円滑化 

災害時におけるきめ細かな情報提供手段として、東日本大震災に際しては、

計２８市町が臨時災害放送局を開局したが、新規に開局した局は、スタジオ

や送信所の場所、機器や人材等の確保を新たに行う必要があり、開設までに

相当の期間を要した。 

このため、災害時に際し、自治体による臨時災害放送局の開設が円滑に行

われるよう、平時から、機材調達方法の検討やノウハウの共有化等を進める

ことが必要である。 

 

 

２ 経営基盤の強靱化 

平成２３年度の民間ＡＭ放送事業者（単営社）の１社当たりの売上高が平成５

年度の約５割の規模まで減少しているなど、民間ラジオ放送事業を取り巻く経営

環境は極めて厳しい。災害時において、被害情報や避難情報等が今後も引き続き
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適切に提供されるようにするためには、インフラ面における強靭化とともに、事

業者の個々の経営基盤の強靭化が適切に行われることが必要であり、ラジオ放送

の活性化に向けた事業者の主体的な取組が求められる。 

 

（１）産活法「事業分野別指針」の策定 

生産性の向上に向けた事業再編、設備投資など、我が国の企業の前向きな取

組を支援するために措置された産活法（産業活力の再生及び産業活動の革新に

関する特別措置法）においては、事業再構築計画の認定を受けた事業者に、登

録免許税の軽減措置等、税制、金融、会社法上の優遇措置が適用される。 

産活法上の認定基準である「事業分野別指針」を放送分野でも策定すること

により、分社化、持株会社化等による主体的な事業再構築を後押しするための

環境整備を行うべきである49。 

 

（２）放送対象地域の統合の検討 

県域放送事業者については、一定の条件の下に合併等を行うことが可能とさ

れているが、隣接する放送対象地域における県域放送事業者同士が合併したと

しても、それぞれの放送対象地域向けの番組を個別に設けることが求められる

こととなる。 

民間ラジオ放送に関する厳しい経営環境を考えると、より一層の経営の効率

化を可能とする制度的な対応も考えられるが、この場合でも地域住民が聴取で

きる番組（波）の数は原則減少させないことが求められる。 

このため、民間ラジオ放送事業者から要望があった場合は、地元の自治体や

視聴者との関係で問題が無いなど一定の要件を満たしていることを前提に、隣

49 民間地上基幹放送分野における「事業分野別指針」には、他の分野における策定例を参考と

して「現状認識」、「事業分野別指針の策定の必要性」、「民間地上基幹放送業における生産性

向上に関する方向性」、「その他の配慮事項」といった項目を記載することとし、「生産性向上

に関する方向性」については、以下のような内容を盛り込むことが考えられる。 
① 災害放送等の公共的役割を担う放送事業の健全な発達のため、視聴者保護の維持・向上、

放送の地域性・多元性・多様性の確保、ネットワーク維持に配慮しつつ、中核事業である

テレビ放送事業、ラジオ放送事業を強化しつつ事業再構築を進める。 
ア ハード・ソフト分離制度、認定放送持株会社制度等を活用した分社化、合併、子会社

化、持株会社化等の事業再編 
イ 放送番組の共同制作・共同利用等の緩やかな連携等 

② 地上テレビ放送、ＢＳ放送、ＣＳ放送、ＡＭラジオ放送、ＦＭラジオ放送といったメデ

ィアを超えた連携、キー局、ローカル局といった地域ごとの連携等を通じ、以下のような

生産性の向上等を実現。 
ア コンテンツ価値の最大化、コンテンツ制作力の強化、インターネット等への進出によ

る収益最大化 
イ 経営効率の向上、経営資源の効率的配分による戦略分野への集中的配分、新規事業へ

の挑戦 
ウ 適正なガバナンス体制の構築による意思決定の迅速化、事業執行の機動性向上 
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接する放送対象地域の統合を可能とすることを検討することが適当である。 

 

（３）新たな制度整備の検討着手 

経営の合理化等に早期かつ積極的に取り組もうとする放送事業者が、放送の

地域性、多元性等を適切に確保しつつ、事業再編をより柔軟かつ円滑に行うこ

とが可能となるよう、新たな制度整備の検討に着手することが必要である。そ

の検討は、現在マスメディア集中排除原則等の放送制度について検討を進めて

いる「放送政策に関する調査研究会」において行うことも考えられる。 

 

 

３ 自治体との連携強化 

災害情報、市政情報、観光情報といった自治体情報のラジオ放送による提供、

災害対策基本法に基づく指定地方公共機関としての指定、災害放送に関する自治

体との協定等の締結、ラジオ中継局整備に対する自治体支援、放送番組に対する

自治体からの出稿、自治体が開設する臨時災害放送局に対する県域ラジオ放送事

業者やコミュニティ放送事業者による協力など、地域情報の充実に向けて、ラジ

オ放送事業者と自治体の連携が従来から行われてきた。 

上記１の「放送ネットワークの強靭化」に掲げる各施策、特にラジオ放送局の

整備や地域密着型情報ネットワークの構築を適切に進めるため、また、上記２の

「経営基盤の強靭化」に掲げる各施策を適切に推進するため、番組編集の自由を

前提として、こうしたラジオ放送事業者と自治体との連携をさらに強化する必要

がある。 

 

（１）ラジオによる自治体情報提供の推進 

災害時、平時を問わず、ラジオ放送による自治体情報の提供をさらに促進す

ることが求められる。 

具体的には、現在、主に都道府県においては県域ラジオ放送により、市町村

においてはコミュニティ放送により、その自治体情報等の提供が行われている

が、こうした取組を一層推進する必要がある。 

また、例えば、コミュニティ放送がない地域においても、市町村が要望する

場合に、一定の条件の下で、県域ラジオ放送事業者が、その一部の中継局のみ

を活用することにより、市町村やＮＰＯ等の協力を得て、当該市町村の住民へ

の地域情報等を提供することは、地域社会のニーズに応えるという点で有意義

である。 

 

（２）災害放送等に関する連携強化 

地域の災害情報の充実等に向けて、例えば、ラジオ放送の難聴解消のための

中継局整備、臨時災害放送局の開設の円滑化等、自治体と放送事業者の連携が
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必要となる事項の検討を進めるため、自治体、放送事業者、総合通信局等の連

携を強化する方策を検討することが必要である。 

 

 

４ 新たなアイデアによる事業展開の推進 

本検討会においては、上述の施策に加え、新たなアイデアによる事業展開の推

進について検討を重ねた。 

若年層におけるラジオ離れ、ラジオ受信機の出荷台数の減少傾向など、将来に

不安をきたす様々な状況がある中で、ラジオの将来を見据えれば、国民の聴取ニ

ーズやライフスタイルの多様化に応じた一層の利便性の向上を図ることが何よ

りも重要である。 

こうした取組の積重ねが、聴取者層の拡大や事業収入の増加にもつながってい

くものと考えられる。 

しかしながら、ラジオ放送が置かれている厳しい環境に目を向けたとき、平

時・災害時を問わず、ラジオ放送がさらに有用なメディアとして広く親しまれる

ようにするため、今までの取組にとらわれない新しいアイデアによるラジオ放送

の事業展開が強く求められる。 

特に、我が国の中核的な音声メディアである県域ラジオ放送については、サー

ビスの「エリアフリー化」（広域展開）の推進と「メッシュ化」（地域密着性の強

化）の推進、具体的には、ラジオと各種メディアとの連携の中で、ラジオコンテ

ンツが、より広域に、ひいては、海外においても聴取できるようにすることや、

地域社会に一層密着したコンテンツの提供や難聴、防災といった地域的課題の解

決を行っていくことが重要である。また、ラジオ放送の受け手側にも十分な配慮

を行う必要がある。本検討会においては、こうした視点にたって、次の施策につ

いて検討を行った。これらの施策の多くは、聴取者のニーズを踏まえつつ、まず

は、各事業者が自らの判断で取り組むべき事項であるが、関係者において真摯な

検討が引き続き行われることが求められる。 

 

（１）コンテンツ配信の広域展開 

 

① インターネットによる海外を含む、より広範囲のコンテンツ配信 

インターネットを用いたコンテンツ配信は、地域や国境の垣根を越えてよ

り多くの地域に配信することに適しており、民間放送事業者によるインター

ネットを用いたコンテンツ配信は電波法、放送法上特段の規制はない。諸外

国でも、インターネットにより国境を越えてラジオ放送番組を配信し、世界

中で聴取できる環境になっている。 

こうした中、インターネットによるラジオコンテンツ配信の事業性を踏ま

えつつ、我が国のラジオコンテンツが、より多くのリスナーに聴取されるこ
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と、加えて、リスナーがアクセスしやすいプラットフォームを構築すること

は、若者を中心に、将来のラジオファンの拡大の上で極めて有意義である。

また、このことが、災害時対応の充実や今後の事業基盤の強化につながって

いくものと考えられる。 

 

   【参考】 

ＮＨＫの「らじる★らじる」や民間放送事業者による「radiko」では、ラ

ジオ放送番組をネットで配信している。また、ＴＢＳラジオの「OTTAVA（オ

ッターヴァ）」や文化放送の「超！Ａ＆Ｇ＋」など、ラジオ放送番組とは違う

コンテンツを配信している事例もある。 

   

② ＮＨＫオンデマンドラジオアーカイブスの実現 

利用者負担のサービスであり、収支の見込みが立つことが前提となるが、

ＮＨＫのアーカイブ番組を提供しているＮＨＫオンデマンドにおけるオーデ

ィオドラマ等ラジオ放送番組のラインナップの充実。 

 

③ 各種インターネットサイトの活用 

動画投稿サイト等へのコンテンツ提供、ソーシャルメディアを利用した番

組制作等の拡充。 

 

（２）地域密着性の強化 

 

① 県域ラジオ放送とコミュニティ放送との連携 

災害発生時の情報共有、災害報道における連携、番組制作連携、きめ細か

な地域情報の集約と発信等、県域ラジオ放送とコミュニティ放送とのそれぞ

れの強みを活かした連携の強化。 

例えば、地域において現在放送されているラジオ放送番組の内容を県域ラ

ジオ放送とコミュニティ放送でお互いに住民に対して情報提供することがで

きる体制の構築により、災害時において、地域住民がいかなる災害情報がど

のメディアから放送されているかを容易に知ることが可能となる。 

 

② ラジオ放送とケーブルテレビとの連携強化 

ア ケーブルテレビ業界においても、他メディアや地域と連携したサービス

について議論しているところであるが、災害発生時の情報共有、災害報道

における連携、番組制作連携、共同番組の制作、共同イベントの開催等、

ラジオ放送事業者とケーブルテレビ事業者の双方における連携の強化。 

イ ケーブルテレビ事業者が、ラジオ音声を各家庭にケーブル配信すること

に加え、配信する途中にギャップフィラー（ケーブルテレビ事業者、自治
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体等のラジオ放送事業者以外の主体が難聴地域においてラジオ放送の再放

送を行う小規模な送信設備）を設置すること等による難聴の解消。 

 

③ ラジオとテレビとの連携強化 

ア ラジオ発のコンテンツのマルチユース、テレビコンテンツのラジオ利用、

スポーツ中継等の同時又はリレー形式等による放送、共同イベントの開催

等。 

イ 通信と放送の連携によるいわゆるハイブリットキャストサービスにお 

いて、ラジオコンテンツもインターネット経由で利用できるように検討。

ハイブリッドキャスト受信機の対応状況に応じて、例えば、スポーツ中継

など、テレビと同時にラジオでも生中継しているコンテンツについて、映

像・データはテレビのもの、音声はラジオのものを楽むようなサービスや、

ラジオアーカイブスとの連携利用など、より多様なサービスを享受できる

ように検討。 

 

④ 異業種との連携拡充 

本年２月、首都圏の民間ラジオ放送事業者１０社と一般社団法人日本フラ

ンチャイズチェーン協会は、大規模な地震発生時に、帰宅困難者に対して、

コンビニエンスストア等が常備しているラジオにより情報提供を行うための

協定を締結。こうした取組の全国展開など、異業種との連携の更なる拡充の

推進。 

 

（３）受け手側の強靭化 

放送の強靭化については、送り手側の強靭化とともに、受け手側の強靭化が

重要。 

 

① ワンセグによるラジオ放送番組の提供の促進 

ア ワンセグ放送を活用したラジオ放送番組の提供について、放送事業者か

ら要望があった場合には、検討に着手。 

イ ラジオ受信機へのワンセグ放送の音声を受信する機能の組み込みやスマ

ートフォン等へのラジオ放送を受信する機能の組み込みを推奨すること等

により、受信側における情報入手方法の多様化を促進。 

 

② 受信機の普及 

Ｖ－Ｌｏｗ帯でアナログラジオ放送が行われる場合の対応受信機の普及50、

公的機関におけるラジオ受信機等の備蓄、非常用ラジオの普及等についての、

50 現在市販されている受信機はＶ－Ｌｏｗ帯（90MHz～108MHz）に対応してない場合が多い。 
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関係機関等における自主的な取組の促進。 

 

③ ネット等を通じての番組情報の把握 

現在どのような放送が行われているかをネット等を通じて容易に知るこ

とができるようになれば、自治体等が災害情報を的確に取得し住民への提供

等を行う上で有意義。 

 

（４）新たな事業展開についての実証 

これらの取組を推進するに当たっては、多岐にわたる関係者との調整等が必

要となるケースも想定されることから、個々のラジオ放送事業者が単独で推進

するのには限界がある。上記１の「放送ネットワークの強靭化」、上記２の「経

営基盤の強靭化」及び上記３の「自治体との連携強化」に記載した各取組を含

め、ラジオ放送事業者が事業展開を行いやすい環境を整備する観点から、関係

者のコンセンサスが得られたものについて、特定の地域を対象にしてのラジオ

強靭化に向けたモデル事業を国も支援する形で実施されることが求められる。 
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